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日頃から当事務所をご愛顧いただき、大変ありがとうございます。
事務所便りも昨年の５月以来の１年ぶりの発行で、誠に申し訳ありません。
　　（題材も、いつもの税制改正etc・・で非常に恐縮ですが、少々お付き合いください）

さて、平成25年度税制改正が３月末に成立しました。いつもながら内容も盛りだくさんですが、その中で興味を引くのが〝教育資金の贈与の非課税措置〟ではないでしょうか。
30歳未満の方（例：孫）が直系尊属の方（例：祖父母）から、教育資金として贈与を受けた場合、1,500万円まで贈与税が非課税になる新設の制度です。
期間限定（平25.４.１～平27.12.31）で、金融機関（信託銀行など）に専用口座を
設けるなどの手続きが必要ですが、これまでは教育資金の贈与でも年110万円を越える場合は通常の贈与税が課税されましたので、うれしいお話ですね・・・。
国税庁発行のリーフレットを同封しましたので、是非ご覧ください。
（また、某信託銀行で発行しているリーフレットも内緒でいれてしまいました・・・）
　※「2013年度税制改正のポイント」(全25ページの小冊子)を無料配付しておりますので、ご希望の方
　は当事務所までご連絡ください（部数に限りがあります）。

なお、税制情報は紙面の都合上一部抜粋部分のみのご案内ですので、該当される場
合は当事務所までご相談の上ご活用くださるようお願い申し上げます。


	《お客様ご紹介》　（同封のリーフレットをご参照ください）
　当事務所の顧問先の「土浦防犯センター　小松崎伸一」様をご紹介します。鍵・セキュリティのプロとして土浦市に開業し○○年・・。アパート管理会社や市営住宅などからの発注もたくさん受けられております。鍵のトラブルでお困りの方は、是非ご相談ください・・・。
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